
2026 年度公益財団法人北海道スキー連盟 

認定スキー指導員 A 検定理論検定出題範囲 

認定指導員規程 （抜粋） 

（定義） 

第１条 本規程の指導員とは、本連盟認定スキー指導員Ａ、認定スノーボード指導員Ａ（以下、「認定指

導員Ａ」という）、認定スキー指導員Ｂ、認定スノーボード指導員Ｂ（以下、「認定指導員Ｂ」という）

をいう。 

（任務） 

第２条 認定指導員Ａは、地域のリーダーとしての自覚と誇りをもって、スキー及びスノーボードの普及

に努めなければならない。 

（資格） 

第３条 指導員は、認定指導員検定会規程に定めた検定会で合格した者が、別に定めた手続きを行うこと

によって資格が付与される。 

（活動の範囲） 

第４条 認定指導員Ａは、北海道地域指導員としての資格を持ち、北海道内で指導活動できる。 

（有効期限） 

第５条 認定指導員Ａの有効期限は、合格年度及び更新年度から２年間とする。 

（義務） 

第６条 認定指導員Ａは、次の各号に掲げる義務を負うものとする。 

（１）任務を遂行するため、資格有効期限内に、所定の指導者研修を最低２年に１回受講し、修了しな

ければならない。 

（２）所属加盟団体の事業には優先的に参加しなければならない。 

（資格の停止） 

第７条 認定指導員Ａで、所定の研修会に２年続けて欠席したときは、その資格を停止するものとする。

資格停止中の者は、指導活動を行うことができない。 

（資格の解除） 

第８条 認定指導員Ａの資格の停止解除は、研修会修了をもって資格の停止を解除できる。 

（資格の喪失） 

第９条 指導員で次の各号の一に該当する者は、理事会の決定によって、指導員の資格を喪失するものと

する。 

（１）指導員として体面を汚すような行為があったとき。 

（２）ＳＡＪ会員登録料ならびに資格者年次登録料を納入しないとき。 

（３）準指導員の資格を取得した者は、自動的に資格を喪失する。 

２ 指導員の資格を返上したいときは、その理由を付し、加盟団体長を経て本連盟会長にその旨届出て、

教育本部理事会の承認を受けなければならない。 

（資格の再認定） 

第 10 条 認定指導員Ａで期日までに登録手続きを行わず資格を喪失した者は、その理由を付し，加盟団



体長を経て再認定を申請することができる。 

２ 資格再認定申請期限は、９月１日から１０月末日までとする。 

３ 資格再認定申請料は、１名につき 5,000 円とする。 

４ 教育本部理事会において認定する。 

５ 再認定された資格は、認定された時点から有効になる。 

（登録料の納入） 

第 11 条 認定指導員Ａは、ＳＡＪ会員登録料の他に別に定める年次登録料を本連盟に納入しなければな

らない。 

（規程の改廃） 

第 12 条 この規程の改廃は教育本部理事会の決議による。 

 附 則 平成１７年１２月 １日 制定 

 附 則 平成２４年 ８月 １日 改正 

 附 則 平成２８年 ９月２５日 改正 

 附 則 平成２９年 ９月２３日 改正 

 附 則 平成３０年 ７月１６日 改正 

 附 則 令和 ３年 ７月２４日 改正 

 附 則 令和 ６年 ９月 ６日 改正 

 附 則 令和 ６年１０月３０日 改正 

 

 

○日本スキー教程 

〇日本スキー教程 発刊に当たって   P2  ～ P3 

〇Introduction     P８  ～ P9 

〇初歩動作の指導の展開    P１２ ～ P３１ 

※指導の要点を理解すること 

〇プルークボーゲンへの指導の展開   P３２ ～ P４７ 

※基本的なターン運動を習得する過程を理解すること 

〇ベーシックパラレルターンへの指導の展開 P４８ ～ P６７ 

※ポジショニング（センターポジション）について理解すること 

〇スキー指導と安全    P１２９～ P１５２ 

※P１３３「スキーヤーとスノーボーダーの行動規範について理解すること 

※「子どもたちへの楽しく安全な指導のために」」ついて理解すること 

〇スキー用語     P１７０～P１７３ 

※指導に用いるスキー用語について理解すること 


